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特別損失の計上に関するお知らせ 

 

当社は、平成24年６月期第一四半期（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）の当社連

結および個別決算において、下記のとおり元子会社北日本化学株式会社関連で特別損失を計上す

ることといたしましたのでお知らせいたします。  

 

記  
 
１． 特別損失の内容 
 当社は、平成 21 年６月 29 日付で発行済全株式を譲渡した元子会社北日本化学株式会社がリ

ース会社と締結しているリース契約に関して連帯保証を差し入れております。前期平成 23 年６

月期決算までに、当該リース債務については当社が代位弁済し、債務保証損失を計上することで

損失処理を終えております。 
 しかしながら、主債務者である同社はリース会社との債務不履行によりリース契約が解除され

たことに伴い、当該リース物件をリース会社に返却する義務があるところ、リース会社からの物

件返却の請求がなされたにもかかわらず返却を行っていない状況であります。当該リース契約で

は、リース物件の返却義務も連帯保証の範囲となっていることから、リース会社より、主債務者

である同社が当該リース物件返却義務を履行しないため、連帯保証人である当社に返却の請求が

なされたものであります。 
 当社としては、当該リース契約の連帯保証条項のとおり、リース物件返却義務についての連帯

保証債務を履行することといたしました。このリース物件返却に要する物件撤去・移送等に要す

る費用 4 百万円を、平成 24 年 6 月期第一四半期の当社連結および個別決算に特別損失として計

上することといたします。 
 
２． 今後の見通し等 
本件によって平成 24 年６月期連結業績予想の修正はいたしません。 
なお、本件では元子会社北日本化学株式会社関連で追加の損失負担が生じましたが、本日別途

開示しております「訴訟の判決に関するお知らせ」のとおり、提起しておりました当社の同社に

対する貸付金の弁済延滞に伴う連帯保証人への連帯保証債務履行請求訴訟において、本日、東京

地方裁判所にて、当社の請求を全面的に認容する内容で判決の言い渡しがなされております。 
以上 


